
集 中 改 革 プ ラ ン 関 係

〈民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む 〉）
別紙１

１．公の施設について取組目標

（１）１６年度末時点における状況

①レクリエーション・スポーツ施設

２１施設について一部業務委託を実施している。

②産業振興施設

３施設について直営にて実施している。

③基盤施設

全２１施設（未供用２施設含む）の内１２施設が一部業務委託を実施し、残り９施設

については直営にて管理を実施している。

④文教施設

全１７施設の内１０施設が一部業務委託を実施し、残り７施設が直営管理を実施して

いる

⑤医療・社会福祉施設

全１６施設の内６施設が一部業務委託を実施し、残り１０施設が直営にて管理を実施

している。

（２）１７年度～２１年度までの５年間の取組目標

①レクリエーション・スポーツ施設

１９年度を目標に総合体育館・池田公園（５施設）の指定管理者の導入を検討

２１年度までに１６施設について施設管理のあり方について検討

②産業振興施設

２１年度までに施設管理について検討

③基盤施設

２１年度までに

町営住宅・都市公園については施設管理について検討

水道３事業・下水道８事業については業務委託の検討

④文教施設

２１年度までに

１７施設（内５施設学校を除く）１２施設の施設管理について検討

⑤医療・社会福祉施設

１８年に福祉センターの指定管理者制度を導入

２１年度までに

１５施設について施設管理について検討



２．その他事務について取組目標

（１）平成１６年度末時点委託状況

①本庁舎清掃 全部委託

②本庁舎夜間警備 全部直営（宿直が兼務）

③案内・受付 直営

④電話交換 直営

⑤公用車運転 直営（職員兼務）

⑥屎尿処理 全部委託

⑦一般ゴミ収集 全部委託

⑧学校給食（調理） 直営

⑨学校給食（運搬） 直営

⑩学校用務員事務 直営

⑪水道メーター検針 全部委託

⑫道路維持補修・清掃 一部委託

⑬ホームヘルパー派遣 全部委託

⑭在宅配食サービス 全部委託

⑮情報処理・庁舎内情報システム維持 一部委託

⑯ホームページ作成・運営 直営

⑰調査・集計 一部委託（調査員）

⑱総務関係事務

（給与・旅費・福利厚生等） 直営

（２）１７年度～２１年度までの取組

①本庁舎清掃 全部委託

②本庁舎夜間警備 ２１年度までに全部直営（宿直が兼務）について検討

③案内・受付 直営

④電話交換 ２１年度までに検討

⑤公用車運転 ２１年度までに直営（職員兼務）のあり方について検討

⑥屎尿処理 全部委託

⑦一般ゴミ収集 全部委託

⑧学校給食（調理） ２１年度までに施設管理を含め検討

⑨学校給食（運搬） 同上

⑩学校用務員事務 直営

⑪水道メーター検針 全部委託

⑫道路維持補修・清掃 ２１年度までに全部委託を検討

⑬ホームヘルパー派遣 ２１年度までに全部委託の内容の検討

⑭在宅配食サービス 同上

⑮情報処理・庁舎内情報システム維持 ２１年度までにあり方を検討

⑯ホームページ作成・運営 ２１年度までにあり方を検討

⑰調査・集計 ２１年度までにあり方を検討

⑱総務関係事務

（給与・旅費・福利厚生等） ２１年度までにあり方を検討


